
奈
良
県
文
化
会
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

 

 
 

令
和
七
年
十
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

奈
良
県
知
事 

山 

下 
 

真 
 

奈
良
県
条
例
第
十
号 

      

奈
良
県
文
化
会
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

第
八
条
を
第
十
八
条

第
七
条
の
次
に
次
の
十
条
を
加
え
る

 

の

 

第
八
条 

奈
良
県
文
化
会
館
の
管
理

四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定

法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
つ
て
知
事
が
指
定

行

 

２ 

奈
良
県
議
会
の

び
に
地
方
自
治
法
第
百
八
十
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二

項
に
規
定
す
る
委
員
会
の
委
員
又
は
委
員
が

し
く
は
監
査
役

又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
べ
き

配
人
及
び

法
人

主
と
し
て
奈
良
県
文
化
会
館
の
管
理
を
行
う
指
定
管
理
者

び
に
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
委
員
会
の
委
員
又
は
委
員
が
役
員
等

で
あ
る
法
人
で
地
方
自
治

二
十
二
年
政
令

に
規
定
す

県
が
出
資
し
て
い
る
も
の
に
限

限

 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受

知
事
が
別
に
定
め
る
期
日
ま
で

規
則
で
定
め
る
申
請
書
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添

知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

 

一 

奈
良
県
文
化
会
館
の
管
理
に
関
す
る
事
業
計
画
書 

二 

前
号
に
掲

規
則
で
定
め
る
書
類 

４ 

知
事

前
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
が
あ
つ

提
出
さ
れ
た
事
業
計
画
書
等
に
よ

次
に
掲
げ
る
基
準
に
最
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
も
の
を
選
定

議
会
の
議
決
を
経
て
指

定
す

 

一 

住
民
の
平
等
な
利
用
が
確
保

 

二 

施
設
の
効
用
を
最
大
限
に
発
揮
す
る
と
と
も
に
効
率
的
な
管
理
運
営
が
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る

 



三 

事
業
計
画
書
に
沿
つ
た
管
理
を
安
定
し
て
行
う
た
め
に
必
要
な
経
理
的
及
び
技
術
的
な
基
礎
を

有
 

四 

前
三
号
に
掲

知
事
が
奈
良
県
文
化
会
館
の
設
置
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に

必
要
と
認
め
る
基
準 

が
行
う
管
理
の

 

第
九
条 

指
定
管
理
者

開
館
時
間
及
び
休
館
日
に
関
す
る
基
準
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
管
理
の

基
準
に
従
つ
て
奈
良
県
文
化
会
館
の
管
理
を
行

 

に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
業
務
の
範
囲
等

 

第
十
条 

指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
業
務
の
範
囲
は

次
に
掲

 

 

一 

第
二
条
に
規
定
す
る

の
使
用
の
承
認
に
関
す
る
業
務 

 

二 

第
三
条
の
規
定
に
よ
る

の
使
用
の
承
認
の
取
消
し
等
に
関
す
る
業
務 

 

三 

奈
良
県
文
化
会
館
の
利
用
に
係
る
料
金

の
収
受
等
に
関
す

る
業
務 

 

四 

奈
良
県
文
化
会
館
の

の
維
持
管
理
に
関
す
る
業
務 

 

五 

奈
良
県
文
化
会
館
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
業
務 

 

六 

前
各
号
に
掲

知
事
が
必
要
と
認
め
る
業
務 

２ 

知
事

前
項
の
範
囲
の
う
ち
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
管
理
に
係
る
業
務
を
行
わ

 

指
定
管
理
者
が
定
め
る
利
用
料
金

 

第
十
一
条 

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
奈
良
県
文
化
会
館
の
管
理
を
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
場

合
に
あ
つ
て
は

の
使
用
者

利
用
料
金
を
指
定
管
理
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な

 

２ 

利
用
料
金
の
額

知
事
の
承
認
を
受
け
て
指
定
管
理
者
が
定

 

３ 

指
定
管
理
者

利
用
料
金
を
そ
の
収
入
と
し
て
収
受

 

４ 

指
定
管
理
者

知
事
の
定

利
用
料
金
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ

 

５ 

既
納
の
利
用
料
金

還
付

知
事
の
定

指
定
管
理
者

が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

限

 

の

 

第
十
二
条 

知
事

民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る



平
成

第
十
六
条
の
規
定

選
定
事
業

に
規
定
す
る
選
定
事
業
者

奈
良
県
文
化
会
館
の

同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
運
営
等

以
下
同

係
る
公
共
施
設
等
運
営
権
を
設
定
す

 

に
関
す
る
実
施
方
針
の

 

第
十
三
条 

知
事

公
共
施
設
等
運
営
権
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
民
間
事
業
者
を
選
定
し
よ
う

と
す
る
場
合

次
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
に
定

実
施

五
条

第
一
項
に
規
定
す
る
実
施
方
針

を
定

 
を
実
施
す
る
民
間
事
業
者
の
選
定
の

 

第
十
四
条 

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
奈
良
県
文
化
会
館
の
運
営
等
の

実
施
す
る
民
間
事
業
者
と
し
て
選
定
さ
れ
よ
う
と
す
る
民

間
事
業
者

知
事
が
別
に
定
め
る
期
日

規
則
で
定
め
る
申
請
書
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る

書
類
を
添

知
事
に
提
出

 

 

一 

奈
良
県
文
化
会
館
運
営
等
業
務
の
実
施
に
関
す
る
事
業
計
画
書 

 

二 

前
号
に
掲

規
則
で
定
め
る
書
類 

２ 

知
事
は

前
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
が
あ
つ

提
出
さ
れ
た
事
業
計
画
書
等
に
よ

次
に
掲
げ
る
基
準
に
最
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
も
の
を
選
定

議
会
の
議
決
を
経
て
公

共
施
設
等
運
営
権
を
設
定

 

 

一 

住
民
の
平
等
な
利
用
が
確
保

 

 

二 

事
業
計
画
書

運
営
等
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
で
き
る
内
容

 

 

三 

民
間
事
業
者
の
創
意
工
夫
を
発
揮

奈
良
県
文
化
会
館
の
効
用
を
最
大
限
に
発
揮
す
る
と
と

効
率
的
な
運
営
等
を
行

 

 

四 

事
業
計
画
書
に
沿
つ
た
運
営
等
を
安
定
し
て
行
う
た
め
に
必
要
な
経
理
的
及
び
技
術
的
な
基
礎

を
有

 

 

五 

第
十
六
条
の
業
務
に
つ
い
て
相
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
を
当
該
業
務
に
従
事
さ
せ
る

 

 

六 

前
各
号
に
掲

知
事
が
奈
良
県
文
化
会
館
の
設
置
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に

必
要
と
認
め
る
基
準 

が
行
う
運
営
等
の

 

第
十
五
条 

に
規
定
す
る
公
共
施
設
等
運
営
権
者



以
下
同

次
に
掲
げ
る
基
準

奈
良
県
文
化
会
館
運
営
等
業
務
を
実
施
し
な
け
れ

 

一 

奈
良
県
文
化
会
館
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
不
当
な
差
別
的
取
扱

 

二 

奈
良
県
文
化
会
館
運
営
等
業
務
に
関
連
し
て
取
得
し
た
個
人
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
の
情
報
を

適
切
に
取
り
扱

 

三 

前
二
号
に
掲

知
事
が
定
め
る
基
準 

が
行
う
業
務
の

 

第
十
六
条 

公
共
施
設
等
運
営
権
者
が
行
う
業
務
の
範
囲

施
設
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
そ
の
他
の
奈

良
県
文
化
会
館
運
営
等
業
務

 

が
定
め
る
利
用
料
金

 

第
十
七
条 

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
公
共
施
設
等
運
営
権
が
設
定
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ

設
備
等
の
使
用
者

利
用
料
金
を
公
共
施
設
等
運
営
権
者
に
支
払

こ
の

場
合

第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定

適
用

 

２ 

利
用
料
金

公
共
施
設
等
運
営
権
者
が
知
事
と
協
議
し
て
定

 

３ 

公
共
施
設
等
運
営
権
者

前
項
の
利
用
料
金
の
額
を
定

額
を
公
表
す
る
も

額
を
変
更

同
様

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
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